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1．プログラム概要 

  

期 間：2025 年 7 月 20 日（日）〜23 日（水） 

会 場：湘南国際村センター （〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39） 

 

テーマ：「YWCA が若い女性に提供していけるセーフスペースとは？〜人権・平和・居場所〜」 

 

・ 2025 年は光復・敗戦 80年です。同時に今日日韓両国の社会はともに、人口減少・高齢化・

都市への集中など喫緊の課題に直面しています。この状況下で YWCAが何をできるのかを

探すため、YWCA が平和構築のために人権や歴史を踏まえて取り組んできた積み重ねをもと

に、今後、若者へどのようなセーフスペースを構築し、提供していけるのかを考えます。 

 

目的： 

・ 戦後 80 年、国際情勢等と日韓社会の共通課題を受けて、YWCAの活動の中でのさらなる連

携の可能性追求 

・ 世界 YWCA総会への日韓 YWCA共同決議を含め、これまでの活動をフォローアップする 

 

獲得目標： 

 

それぞれのＹＷＣＡでのセーフスペースづくりを強めるために 

・ 日本・韓国の地域 YWCA でのセーフスペースづくりについて情報交換する 

・ 具体的な取り組みとして、川崎・桜本でのコミュニティ支援活動について知る 

・ 現状是正のための提言を作成する 

・ 勉強会実施など今後の協働について話し合う 
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３．スケジュール 
１日目 7 月 20 日（日） 

11:15 参加者集合 

13:30～ 到着・受付  

14:00～ 開会  

14:30 オリエンテーション・自己紹介 

 

これまでの日韓コンサルテーション・カンファレンスを紐解く、意味づけ」 

15:00～ 

17:00 

（1）基調講演 講師：橘ジュンさん（BOND プロジェクト） 

「少女、若い女性を取り巻く日本社会の現状、課題共有 

BOND における活動具体的なアプローチについて」（40 分） 

（２）質疑応答（15 分）  

17:15～ 

19:15 

ナショナルレポート➀  

「敗戦 80 年を踏まえて、セーフスペースが求められる現状の共有」 

報告 各 25 分間 質疑応答 10分（通訳込み各 20分）  

19:30～ 

20:30 

夕食＠ホテルレストラン 

～21:30 歓談/アイスブレイク  

2 日目 7 月 21 日（月） フィールドワーク 

7:00～ 朝食＠ホテルバイキング 

8:30～8:45 集合 

バスで桜本へ出発  

10:00 バス通り「桜本」到着 

10:15 在日本大韓基督教会 川崎教会 到着 

10:30～ 

 

 

 

 

12:00～ 

12:45 

 

13:00～ 

(1) レクチャー 

「桜本地域における歴史、運動史、教会のはたらき、ヘイトスピーチに抗する共

生のまちづくりについて等」  

https://www.townnews.co.jp/0206/2022/09/02/640144.html 

講師：山田貴夫さん（元朴君を囲む会 事務局） 

 

 

昼食：お弁当＠青丘社 3階 
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15:00 

15:30 

 

 

15:50 

(2)フィールドワークコース 進行：三浦知人（社会福祉法人 青丘社 理事長） 

● 社会福法人青丘社 みんなの家 

● 川崎市ふれあい館  

● 桜本保育園 

● 池上町   

 

● エンディング ：金迅野さん（在日大韓基督教会 牧師） 

 

 

バス停へ出発  

16:00 横浜 YWCA へ移動 

16:30～ 

18:30 

横浜 YWCA が取り組むセーフスペース事業について  

質疑応答・わかちあい 

19:30～ 

21:00 

夕食 ＠横浜中華街 北京飯店 

21:15～ 湘南国際村センターへ移動（バス） 

～22：30 宿泊先到着 

3 日目 7 月 22 日（火） 

7:30～ 朝食 

9:00～ 朝の祈り/ギャザリング 

9:30～ 

12:45 

ナショナルレポート韓日②  

「それぞれの YWCA で実施しているセーフスペースづくり」 

（1）日本 YWCA：報告 30 分 + 質疑応答 10 分   

‐（福岡）、（東京）、（名古屋）、（京都） 

（2）韓国 YWCA： 報告 25 分＋質疑応答 10 分  

‐（西帰浦）、（昌原） 

（3）韓国 YWCA 番外編：報告 10 分＋質疑応答 10 分  

‐（ライブラリーtT some） 

13:00 昼食 

14:00～

18:00 これまでの振り返りと今後の協働へ向けたＷＳ 

18:00～ 夕食 
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19:30～ 

21:00 

アクションプラン起草チーム提言（声明案等）作成 

（1）カンファレンス目的 （2）経験・学んだこと （3）今後の日韓 YWCA 協働について

（目標・方針） ‐日韓代表者 
 

おたのしみタイム 

 4 日目 7 月 23 日（水） 

7:00 朝食 

8:30～ 

10:20 

アクションプラン案協議・承認 

声明文読み上げ 

10:30～ 

11:00 

閉会 

・代表者からの一言 

・お土産交換 

・写真撮影 

12:00 昼食 

13:30～ ホテルから羽田空港へ出発 

～15:00 解散＠羽田空港 
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４．プログラム 

（1）開会  

S.M（日本 YWCA副会長） 

 

最初に、旧約聖書イザヤ書から、短い聖句の一部を読みます。 

イザヤ書 43 章 4 節より 「わたしの目にあなたは値高く、尊い」、「わたしの目にあなたは値高く、

尊い」 

日本の敗戦 80年、韓国が植民地支配の闇から光を回復されて 80 年、また日韓基本条約 60

年の節目でもあるこの年、韓国から姉妹方をお迎えして第 12回のカンファレンスをもてますこと

を、大変うれしく、また厳粛な気持ちでここにおります。 

もう少し過ごしやすい季節にお迎えできたら、さらに良かったのですが、近年の日本の夏は熱

中症アラートが頻繁に発出され、ほんとに「危険な暑さ」になる可能性があります。皆さま、くれぐ

れも無理をなさらず、ちょっとでも体調が変かも・・と思われたら、迷わず水分補給と休養をお願い

します。 

今日この場に、私たちの会長がご一緒できていないことを大変残念に思います。今総会期、日

本 YWCA の歴史で最も若い 30歳代の会長を選出できたことは、私たちの喜びであり誇りです。

世代を超えた協働の具現化を感じながら、今回は彼女の代理を私が務めさせていただきます。 

このあと、福岡 YWCAの野﨑さんが、韓日 YWCA の交流・協働の歴史をおさらいしてくださいま

す。真摯に向き合い、歴史を刻んできてくれた両国の先輩たちを心底誇りに思い、その思いを受

け継いでいきたいと願うものです。韓国 YWCA の先輩たちの方(ほう)から協議の場をご提案くださ

り、そのことを日本 YWCAの先輩たちが感謝して受け止めて始まった第 1回のコンサルテーショ

ンからも、丁度 50 年です。 

 

さて、私の好きな詩人に茨木のり子さんという方がおられます。1926 年に大阪で生まれ、2006

年に 80 歳で亡くなられましたが、戦時下と戦後の混乱期に青春時代を過ごされた彼女は、50 歳

を超えてからハングルを習得されました。その動機として、「今度はこちらが、冷や汗・油汗たらた

ら流しつつ、一心不乱にハングルを学ばなければならない番だ」と言われたそうです。30 数年に

わたる植民地下で日本語を強いた歴史に引け目を覚えての行動でした。学んだハングルを活か

し、金(キム)芝(ジ)河(ハ)をはじめとする詩人の作品を自ら翻訳して『韓国現代詩選』という本を出

版されました。 

痛みを強いてしまった引け目を深く身に刻んでハングルを学んだ茨木さんの世代から、韓国の

産業発展や Kポップなどの文化面で憧れをもって学ぶ世代が育つ昨今です。未解決の問題には

真摯に向き合いつつ、共通の課題に共に取り組むことが自然とできる時代に入っているのなら、

大変うれしいことです。 

韓国と日本には共通の社会課題がたくさんあります。ジェンダー不正義を許容する社会構造
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が、どちらの社会にも深く根を張っています。日本における最近の動きとして、「困難な問題を抱え

る女性への支援に関する法律」（通称：女性支援新法）が 2022 年に成立し、昨年施行されたこと

をご紹介します。それまでにも、公的な施策として「婦人保護施設」や「婦人相談所」の働きはあ

り、DV 被害女性の保護などもされていました。が、その根拠となる法律は「売春防止法」でした。

「売春をなすおそれのある女子の補導・保護・更生」を目的とうたい、女性の直面する困難への理

解や人権の視点は欠いていました。このたびの新法は、長年にわたる市民運動の蓄積を踏まえ、

超党派の議員立法として成立しました。目的・基本理念として「女性の福祉」「人権」「男女平等」と

いった視点を明確にしている点で、大きな一歩と評価されます。 

もちろん、これで性の搾取がなくなったわけではなく、この後の基調講演でお話しいただくような、

女性の人権の守られていない現状は続いています。その根底には、いまだに人々の意識の根っ

こにすくう強固な家父長制的な意識、それに基づく女性蔑視があると私は考えます。 

何度も国連の女性差別撤廃委員会から勧告されている選択的夫婦別姓制度導入の議論を見て

も、100 年前のイエ制度にとらわれている国会議員の多さに暗澹たる思いがします。それも、年長

の男性議員だけでなく、若い議員や女性議員の中にもあからさまな家父長的イエ制度礼賛が見ら

れます。こういったことの結果が、ジェンダーギャップ指数の低さに現れているのです。 

YWCAは、女性を保護の対象とだけ見るのではなく、困難な立場に置かれている人も、不正義

が解消されてエンパワーされることで社会を動かす存在になれる、という視点に立つと私は理解し

ています。 

 

今回の会議では、特に若い女性の生きづらさに焦点を当て、そこから脱して社会を変える力を

培うためのセーフスペース作りをテーマとしました。セーフスペースは、心地よい空間を作ること自

体が目的ではなく、変革を実現できるリーダーシップ＝ transformative leadership を培うための

土壌づくりです。若い女性がリーダーシップの力をつけることで、社会をよりよい方に変えて行く、

という世界 YWCA のミッションを下支えするもの、と理解しています。 

最初に読んだイザヤ書の言葉は、YWCA の基盤とする「神の前にすべての人は等しい」からさら

に踏み込み、誰もが「値高く尊い」と言います。貴重で尊いはずの人が力をそがれている状態か

ら、エンパワーされて生き生きと力を発揮できる状態になるように支え、ともに社会変革に当たる

ことを YWCA の使命ととらえ、励んでいきたいです。 

今日から始まる 3泊 4日を共にする中で、一緒に取り組んで行けることやそれぞれの現場で実

行できることを具体的に構想し、両国での YWCA運動が強まることを願ってやみません。 

 

 

 

ひとこと祈りをささげます。 

神さま、あなたの深いご配慮とご計画のうちに、私たちがここに集められたことを心から感謝しま

す。 
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国も言葉も世代も異なる私たちですが、「値高く尊い」一人一人の尊厳と解放のため、共に歩むシ

スターフッドを、どうぞ強めてください。 

イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン 

 

共に、讃美歌を歌って開会の時間を閉じたいと思います。 

日本の『讃美歌 21』という歌集には韓国由来の歌がいくつか載っていますが、そのうちの一つを

一緒に歌えるよう、大阪 Yのヨンファさんの尽力で、韓国語にはカタカナ、日本語にはローマ字を

つけてもらいました。1番の歌詞で、最初に韓国語、次に日本語で歌いましょう。ちなみに、作詞者

のホン･ヒョンソルさんは、20 世紀韓国の著名な神学者で、韓国 YMCA連盟の理事長も務められ

た方だそうです。 

前奏としてお聞きくださって、韓国語の 1節・日本語の 1節と続けてください。 

 

 

讃美歌 21 ３ 69 番歌詞 （日本語歌詞） 

 

１ われら主にある ひとつの家族、 

青い地球の 神の世界で、 

共に苦しみ 共に喜ぶ。 

 

２ 人の心の 罪の深さよ。 

み子のからだの まじわりをさく、 

暗くもえたつ 罪の炎よ。 

 

３ 和解もたらす 主の十字架よ。 

憎い敵さえ 愛する友に、 

変わりはじめる 神の世界よ。 

 

４ 西も東も へだてをこえて、 

北も南も ひとつの家族 

平和、正義を 祈りもとめよう。 
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（２）これまでの日韓コンサルテーション・カンファレンスを紐解く、意味づけ 
N．C（福岡 YWCA総幹事） 

 

皆さま、こんにちは。本日は、日韓 YWCA カンファレンスを振り返り、テーマの変遷から見えてく

るものについて、ご一緒に考えてみたいと思います。YWCA は、「平和を希求し、全ての人の尊厳

が守られ社会を目指す」組織です。 

 そのなかでも、日韓 YWCA カンファレンスは、ただの交流を超え、市民社会による対話と連帯の

貴重な実践の場でした。1974 年に韓国 YWCA から「戦争や占領の辛さを知らない若い世代にあ

りのままの真実を伝え、相互理解と信頼関係を結ぶためにどういう方法を採ったらいいかを考え

る」ことを目的として、韓日コンサルテーションの提案があり、始まりました。ＹＷＣＡの中で過去の

歴史を見つめ、和解の道を開こうという呼びかけです。1965 年に日韓国交が正常化されていまし

たが、経済事情優先で日韓の関係が進んでいく状況をみて、人権・命・平和が軽視される社会が

再び訪れる危なさを、ＹＷＣＡの先輩方は感じられたのかもしれません。1960 年代は各地域

YWCAや会員同士の交流は行われていましたが、当時まだ独裁政権下にあり、様々な制限があ

る中で韓国 YWCAからそのような提案がなされたことは、韓国と日本の YWCA にとって大変大き

な出来事であり、新しい関係を作る基いとなるものでした。日本の YWCA は深い感謝をもって、そ

の呼びかけに応じ、翌 1975 年 10 月に第 1回の韓日コンサルテーションが韓国で開催されまし

た。 

第 1 回目は韓国側からは 1965 年の日韓条約締結後、日本企業進出に伴う問題、日本人の精

神の底流に根強く残る韓国蔑視問題など、日本側からは在日韓国・朝鮮人、在韓被爆者問題な

ど、日本 YWCA が課題としていた問題が提起されました。 

1970 年代は日本の歴史歪曲・教科書問題への取り組みをはじめとした、歴史的な深い溝を埋め

る努力が重ねられました。また地域 YWCA（会員 YWCA）レベルでの交流も積極的に行われまし

た。 

1980 年代にかけて相互理解の重要性、特に若い世代のプログラムが推進されました。1990 年

代になると、両国の歴史的な課題のみならず、両国が協力して国際問題を担うことも合意されまし

た。1992 年第 5回のカンファレンスでは、歴史歪曲の改訂への取組に加え、アジア地域の環境問

題及び朝鮮半島の統一平和への努力が話し合われ、この動きは 2000 年代までカンファレンスの

重要なテーマとして引き継がれています。 

カンファレンスの歩みを振り返ると、いくつかの柱が浮かんできます。 

その一つは「過去をみつめること、忘れられた人たちの人権を回復すること」です。1970 年代の初

期、カンファレンスの主要なテーマとなったのは、原爆被害者、特に在韓被爆者への支援と補償

の問題でした。その後の 1990 年代以降の日本軍「慰安婦」問題、日本の教科書問題に象徴され

る歴史歪曲是正に取り組み、被害者の声なき声に、日本と韓国の YWCAが耳を傾け、両政府に

対策を求め、社会に訴えました。これらは国家間で対立がつづくテーマです。しかし日韓の YWCA

は真摯に向き合い、被害者支援や歴史教育について、かつては声なき存在とされていた「女性」
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の視点で声をあげてきました。 

二つ目は、「平和構築と脱核（非核）への強い信念」です。1980 年代以降、核兵器廃絶や脱原

発に取り組んできました。2011 年の福島第一原発事故や韓国の月城（うぉるそん）原発問題にそ

れぞれの国で取り組みながら、脱原発運動が両国の共通課題として提起されました。2010 年代

には日本の平和憲法改正問題、朝鮮半島の平和協定締結にむけた共同アクションも議論されて

います。戦争や核の被害を受けやすい立場にある女性や子どもたちの声に寄り添い、政治や軍

事の力でねじ伏せるのではなく、対話と協力による平和を目指してきました。 

三つ目は「女性の主体性とジェンダー平等」です。1981 年以降は青少年・女性のリーダーシップ

の育成に力が注がれ、国連安保理決議 1325 の履行もテーマにあがりました。YWCA は女性を弱

いものではなく、社会を変える力をもっている存在として位置づけてきました。それが発揮できな

かったのは社会が力を奪う構造であった、誰もが力を発揮できる社会にしようと。ジェンダー平等

は女性の権利を超えて、平和と社会正義を実現する鍵だという姿勢が表れているのではないでし

ようか。 

四つ目は、「環境と持続可能性への意識の広がり」です。1992 年にはアジアの環境問題、2019

年には気候危機への対応、そして 2023 年には福島原発の放射能汚染水放出問題が取り上げら

れました。日韓カンファレンスは両国間の社会的・歴史的課題から始まり、アジア地域の平和・環

境・人権問題、それから地球規模の課題へと広がってきました。「環境と人権」「環境と平和」は両

国の YWCAの共通課題となりました。 

そして何よりもカンファレンスの内容や日韓 YWCAの活動に「市民社会の一員である YWCAの

絆（結びつき）の力、国家を超える信頼のネットワークの構築」をみることができます。青少年交

流、情報共有、共同声明の発信。1993 年からは日韓ユースカンファレンスも始まり、対話の場を

作り続けています。日韓の政治的な対立が激しくなる時でも、日韓 YWCAは対話を絶やしません

でした。政治が分断を生む時も、市民の対話は分断を超え繋ぎなおす力を秘めています。 

皆さんご存じのように、日韓 YWCA カンファレンスは、交流は勿論ですが、単なるイベントでは

ありません。それは、女性と市民の視点から社会を捉え直す、かけがえのない場です。そして未

来志向の希望を、私たちに示し続けてくれています。過去を直視し学び、対話を続けて、持続可能

な未来もために日韓カンファレンスの歩みが続くことを願っています。今回の 12回目の日韓カン

ファレンスも、歩みの中にあります。この 4日間が充実した時間でありますように。 

ありがとうございました。 
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（３）基調講演 
「少女、若い女性を取り巻く日本社会の現状と課題」 

 

講師： 橘ジュンさん（特定非営利活動法人 BOND プロジェクト代表） 

N．R（日本 YWCA 運営委員） 

 

概要： 「10 代、20 代の生きづらさを抱える女の子のための支援」を掲げて活動している BOND プ

ロジェクトさんによる講演は、この活動を始められたきっかけや、活動を通じて出会った少女たち

のお話から始まりました。代表の橘さんは 10 代の頃に雑誌から取材された経験をお持ちで、それ

が機縁となって取材する側の立場になり、2006 年には街頭で取材した若者の声を伝えるフリーペ

ーパーを自費で創刊。こうした活動を通して生きづらさを抱えている少女たちに多く接するようにな

って、それを契機に BOND プロジェクトを設立されたとのことでした。 

BOND プロジェクトでは現在、DV、虐待、貧困、性暴力などの深刻な問題によって生きづらさを感

じ居場所がない少女たちに対して、繁華街での声掛け活動、相談、行政等専門機関との連携、シ

ェルターでの一時保護などの支援をしています。支援活動の実際について、事例を交えて紹介し

てくださいました。そこからは、日本の困難を抱えた少女や若い女性を取り巻く状況がリアルに浮

かび上がっていました。死にたい、消えたいと考えていてもなかなか声を上げられない、そもそも

声をあげるという考えにも至らないまま、行政の制度からこぼれ落ちてしまう若い女性たち。支援

を必要としているにも関わらず、危害を加える、あるいは利用しようとする大人以外に出会ったこと

がないため、虐待や性暴力を受けていても、なかなか相談に至らない現実。そして、そのような少

女、若い女性にとって何よりも不足しているのは居場所である、という指摘がありました。被害が

起こる前の居場所、或いは、いざという時に避難場所ともなる居場所がないのが現状で、とくに行

政の対応はどこも不十分とのこと。本当に犯罪や被害に巻き込まれてしまうケースが多いので、

そこを何とかしなければいけないということを、講演の締めくくりとして訴えられていました。 

 

その後の質疑応答の時間は、BOND プロジェクトの方たちを交えた日韓の活発な意見交換の場と

なりました。韓国 YWCAからは、少女や若い女性に関する長年の問題が、21 世紀は個人的なこ

とに留まらず社会問題として顕在化していることへの言及があり、個人に帰するメンタルヘルスや

自立、回復などへの取組みについて、さらに、デジタル社会の中でどのように安全な空間を作って

いけるかなど、韓国、日本で共通する課題についての連携を期待する声がありました。韓国にも、

公的機関が人手不足等で信頼に足るものになっていないという現実があるそうで、そうした現状

から、日韓共通して都市圏と地方圏との官民の支援体制の格差をどのように是正して行くかとい

うことが、課題として浮き彫りになっていました。日本の地方圏でとくに多くの課題を抱えている沖

縄からは、様々な民間の支援活動はあるものの、それでも全く充分とは言えない現状の報告があ

り、一人一人状況が違う子どもとの対応や関係性づくり等の悩みが共有されました。また、日本

YWCAからは、BOND プロジェクトの運営の原資や支援体制、公的機関に求めることについてう
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かがい、さらに、課題への本質的に必要な取組みは「夜の居場所」ではないか、という提議が為さ

れて、意見交換を行いました。 

 

講演と意見交換を通して、困難な少女、若い女性の支援について、国を超えて、行政、民間団体

が一体となって、連携することの必要性、可能性を確認するひとときとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

（4）１日目：ナショナルレポート① 日本 YWCAからの報告   
 K．T（東京 YWCA会員 / 日本 YWCA理事） 

 

ナショナルレポート①では「敗戦 80 年を踏まえて、セーフスペースが求められる現状の共有」をテ

ーマに、日本からは京都 YWCA の K．E さんと沖縄 YWCA の Y．R さんから発表がありました。 

 

京都 YWCAの K．E さんは急病のため欠席となり、提出されていたレポートを代読し戦争責任の

変化やセーフスペースへの想いを表明しました。 

沖縄 YWCAの Y さんからは、沖縄の歴史、そして長年の「米兵によ

る女性の性犯罪」が紹介され、事件が起こっても沖縄に対して日本

政府が俊敏な対応がなく、常に米軍主導で片付けられてしまう現状

があり、日米地位協定は平等ではなく見直しもされない。軍隊の全

面撤去がない限り安心して暮らすことはできない。日本国内でもセ

ンセーショナルな事件は全国に報道されるが、女性たちが日々怯え

ながら生活していることは伝えられていない。また、沖縄内での根強

い男性優位、女性軽視思想の見直しも必要と強く述べられ、最後に

５月に発足した OOL（Our Oki Lens）が SNS を通して今を生きる沖

縄の若者の声を発信している取り組みが紹介され皆で共有しまし

た。 

発表後、「米兵による女性の性犯罪」は米国本国には伝えられているか？再発防止にはどうした

らいいか？と質問があり、報道については世界中にいるうちなんちゅうが、事件が起こるたびに発

信し、米国の州議会にも訴えている。再発防止には米軍基地内の性犯罪問題も関係してなかな

か改革には結びつかず長年歯痒い思いをしているが、沖縄の人は仲間内で集まりどんなに嫌な

ことあっても、ワジワジと言いながら大声で笑い飛ばして次に進むという「強かなパワー」を持って

いる。とつけ加えられました。 

 

＜感想＞今回のテーマ「YWCA が若者に提供していけるセーフスペースとは？～人権・平和・居

場所」に関心があり初めて日韓カンファレンスに参加した。ナショナルレポート①では戦争による

悲劇が永続していること、戦争責任の変化、差別、暴力、抑圧の現状が発表され共有しました。日

韓それぞれの国の状況も YWCA の組織運営も財力も違いますが、常に人権・平和・自由と女性

の安全を求めて活動をしている私たちは、生きづらさを抱える若者たちに寄り添い、尊厳と敬意を

持って支え合える場であるセースペースを作り、困難の中にいる若者が自分を取り戻して主体的

に歩めるようになることを考えていかねばならない使命があると感じました。今回紹介された日韓

で展開しているセーフスペース事業を、自身の地域 YWCA での今後の若者支援の参考にしてい

きたいと思います。 
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（5）ナショナルレポート①韓国 YWCAからの報告 

N．C（福岡 YWCA総幹事） 

 

韓国 YWCAからは韓国社会の現状、最近の民主主義の危機の中で空間を切り拓く力が生まれて

いたこと、韓国社会と YWCA の課題を職員の Y．E さんが述べられました。主体性の回復と、暴力

はいかなる状況においても正当化されないという原則の確立の上にセーフスペースは成り立つも

のであり、その土台の上にこそ恐れることなく声をあげられる安全な空間を確保できる。今日の韓

国では、女性や青少年は暴力に晒されている。オフラインで、殺害・殺害脅迫を受けたとされる女

性や青少年は 1日にふたりの割合でいるとされ、オンラインではディープフェイク（SNS の写真を

ポルノに合成拡散）をはじめとする暴力があり、多数の被害者および加害者が 10 代である事実。  

2023 年から女性家族部の廃止に象徴するバックラッシュが激しさを増し、政策と予算から女性支

援とジェンダー平等が排除され、フェミニズムは男性差別、男性憎悪、議論さえ「対立」とされる誤

った世論が形成されつつある。2024 年の政治的な志向（中道・保守・進歩）の調査では若い男性

の急激な極右化が顕著でありました。 

 

しかし 2024 年 12 月の非常戒厳令宣布に対しては、若い世代がデモの中心となり、国会前広場

で、繋がり分かち合う、セーフスペースが出現した。機会と資源があれば若い世代はいつでも自ら

安全な空間を作り出す力をもっていることの証です。 

広場での経験を日常と社会へ活かすため、大統領選でＹＷＣＡはジェンダー平等の視点から 7 つ

の政策提言を行い、組織編成やユース事業も若い世代の自主性をより尊重するように取り組んで

いる。これらのことを適切な資料を基に、思いを込めながらも整然と話され、韓国の今が伝わるレ

ポートでした。 
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（6）アイスブレイク 

N．M（福岡 YWCA職員） 

 

初めましての方も多く、緊張感漂う中、夜はお楽しみのアイスブレイクタイム。進行してくださった

のは、韓国 YWCA代表者たち。 

好きな色の折り紙を選び、折ったりちぎったりして自分の好きなものを作ります。 

「何を作ろうかな？」「折り方忘れた…」そんな言葉が飛び交います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

折り紙が完成したら、自分の名前を書いて模造紙に張り付けていきます。すると…カラフルな

“YWCA”の文字が完成！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後の自己紹介タイムでは、自分が作った折り紙の紹介をしました。 

平和の象徴の鶴、「みんな一人一人が花」という思いが込められた花、フェミニズムのシンボルカ

ラーである紫を用いた折り紙も多く見受けられ、参加者それぞれの思いや願いに触れることがで

きました。 

和やかな時間を共有できたことで緊張感が解け、参加者同士の距離が一気に縮まった、そんなひ

とときでした。                             
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（7）フィールドワーク川崎市桜本レクチャー（午前） 

 C．E（大阪 YWCA会員） 

 

＜桜本地域における歴史、運動史、教会のはたらき、ヘイトスピーチに抗する共生のまちづくりに

ついて＞ 

  

川崎の桜本にある社会福祉法人青丘社の川

崎「みんなの家」を訪問しました。そこでは、ま

ず、青丘社の事務局長で「ヘイトスピーチを許さ

ないかわさき市民ネットワーク」の山田貴夫さん

によるレクチャーをお聴きしました。 

工業都市川崎には 1910 年代の植民地朝鮮

から多くの朝鮮人労働者が暮らすようになりまし

た。戦前、約 200 万人あまりの在日朝鮮人のう

ち、戦後は約 150 万人が朝鮮半島に帰り、約 60 万人が日本に在留しました。1959 年当時、川崎

市には 8830 人の在日朝鮮人がいたとされています。彼らは、1952 年のサンフランシスコ平和条

約発効とともに、一方的に日本国籍を喪失し、不安定な法的地位のもと、身を寄せ合うように生活

をつなぎました。それと同時に、外国人登録法が公布され、戦後補償や社会保障からの排除とい

う国籍差別が始まりました。 

そのような差別に抗うように、戦前から川崎での在日韓国人信徒らによる伝道が始まり、在日

大韓基督教川崎教会を中心に、差別の根絶と人権を守る活動が繰り広げられるようになりました。

その起点となるのは、1970 年の日立製作所の就職差別に対する裁判でした。それは、就職内定

後に提出を求められた戸籍謄本の氏名欄に「通称名＝日本名」、本籍地欄に「出生地」を記載し

たことにより「嘘つきで信用できない、採用を取り消す、外国人は採用しない」という通告による就

職差別を訴えた裁判でした。結果は、国籍を理由とする不当解雇という差別の実態が認められ、

民族的主体性の回復を尊重する形で勝利判決が下されました。 

 このような様々な行政差別の撤廃を求めた運動が、川崎市の外国人市民政策を推し進めるよう

に行われました。そのなかで、1969 年、差別により入園を拒否された子どもたちのための無認可

の桜本保育園が開設します。その後も、保育と教育を軸にした活動が活発に行われ、川崎市教

育委員会は、日本の学校に在籍する在日韓国・朝鮮人に対する民族差別があると認める基本認

識を発表するに至り、1986 年には「川崎市外国人教育基本方針」が制定されました。それをうけ、

1988 年に基本的人権尊重の精神に基づいて、差別を克服することにより共に生きる地域社会の

創造を基本理念とする川崎市ふれあい館・桜本こども文化センター条例が制定され、1990 年には

青丘社に全面委託されることになりました。 
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しかし、2013 年春ごろから川崎周辺でヘイトデモが広がり、桜本地区にもヘイトスピーチが向け

られました。桜本では「川崎に住むごみ、ウジ虫、ダニを駆除するデモを行うことになりました」とい

うデモへの抗議の反撃・カウンターを皮切りに、青丘社を中心にした市民団体「『ヘイトスピーチを

許さない』かわさき市民ネットワーク」が、2016 年に川崎市役所で結成記者会見を行いました。 

その後、川崎市長にヘイトスピーチの根絶の取り組みを求める 31000 筆の署名を届けるなど、

徹底して絶対的な社会的悪を許さない活動をもって、2019 年「川崎市差別のない人権尊重のまち

づくり条例」が全会派賛成での可決に至りました。 

  

＜＜感感想想＞＞  

 金迅野牧師が、一般的にさまざまなルーツ(roots)をもつ人々が共
・

に生
・

きる社会を多文化共生と

言われていますが、それは根っこを意味するルーツ(roots)というよりも、川崎に住む人々が様々

な運動を通して進んできたように道(routes)を共
・

に生
・

きることではないかとおっしゃっていた言葉が

心に残っています。成り立ちを違うものの同じ在日朝鮮人が集住してきた大阪の猪飼
い か い

野
の

（生野区

鶴橋）に生まれ育った私は、常に国境を超えて時代を超えて生きてきたルーツ(roots)にばかり目

を向けてきたことに気が付きました。そして、今回の日韓カンファレンスに参加したことが自身のル

ーツ(routes)であること、そして、多様なルーツ(routes)をもつ人々と新たな未来に向かう道標を示

していただけたことに心から感謝します。   
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（8）フィールドワーク後半 まち歩き～メッセージ 

Y．R（沖縄 YWCA会員） 

 

2 日目の午後は、桜本でのフィールドワークが行われ、社会福祉法人青丘社みんなの家、川崎市

ふれあい館、桜本保育園、池上町を案内してもらいました。「みんなの家」は地域型のデイサービ

ス施設になっており、在日コリアンの方だけでなく、日本の方も通っていらっしゃるということでした。

戦争産業に従事するために連れてこられ、戦後も祖国に帰ることができなかった朝鮮の方々には、

特に多くの苦労を強いられた歴史があります。そうした大変な人生を歩んできた方々が、晩年を安

心して過ごせる場所があることは、次世代から先人へのリスペクトと感謝の表れだと感じました。 

次に、午前中の講演で伺ったハルモニたちが、戦争反対を訴えて歩いた抗議デモの通りを実際に

見学した。2015 年 9 月に始まったこのデモでは、保育園から松通りまで約 300 メートルを歩き、手

作りの横断幕やうちわ、チラシを用意し、演説も考えられたという。ハルモニたちが、子や孫の生

きる日本社会が戦争に向かうことへの不安から、チマチョゴリを着て地域でデモを行ったことは、と

ても画期的な出来事でした。約 200 人の市民が参加し、ネットでも取り上げられるほどの良いデモ

になった一方で、ヘイトの標的にもなってしまったと聞きました。 

ふれあい館は、在日の方々と日本人がお互いの歴史や文化を尊重し、差別をなくす社会、共生す

る社会を創造するために作られた施設で、現在では、多くの在日外国人へのセーフスペースにな

っているということでした。地域で暮らす様々な方々の文化・言語に対応している細やかさにインク

ルーシブな環境を作ることに真摯に向き合っていることが見えました。 

ふれあい館は、在日の方々と日本人が互いの歴史や文化を尊重し、差別のない共生社会をつく

ることを目的として設立された施設で、現在では多くの在日外国人にとってのセーフスペースにな

っているそうです。このような施設は自然にできたものではなく、在日の方々が基本的人権を尊重

する立場から、川崎市に対してこのような居場所の必要性を粘り強く訴えてきた結果、実現したも

のです。地域で暮らすさまざまな人々の文化や言語に対応している細やかな取り組みから、イン

クルーシブな環境づくりに真剣に向き合っている姿勢が伝わってきました。 

池上町のあちらこちらには、在日の方々が生きてきた証が残っており、幾多の困難や差別に屈す

ることなく、自らの文化と尊厳を守ってきた闘いの歴史、そして同じ苦労を他の人にさせないため

の努力と実践の積み重ねを感じることができました。 
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＜＜メメッッセセーージジ＞＞  

金迅野さんによる講話では、社会福祉法人の設立経緯とその根底にある思想、そして多文化共

生社会の実現に向けた具体的な実践について伺いました。当時の牧師先生が、自身の子どもが

保育園で差別的な対応を受けた経験をきっかけに、在日韓国・朝鮮人たちが直面する社会的な

困難に気づき、社会に働きかけることの重要性を認識した経緯が語られました。  

聖書の「隣人を自分のように愛しなさい」という言葉を、特に「自分を愛する」という部分から再解

釈し、自己肯定感を持てずにいる同胞を支えるという思想が、ヘイトデモへの対抗運動や、多様な

背景を持つ人々を受け入れる社会福祉法人の活動の原点となっていることが説明されました。 

さらに、保育園や地域施設での多言語対応や文化交流、障がいのある人との共生など、具体的

な取り組みが紹介され、個人の複雑なアイデンティティを尊重し、他者と出会い、応答し合う「責

任」の重要性について語られました。 
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（9）横浜 YWCA での若い女性のためのセーフスペースづくりの取り組み見学 

K．M（横浜 YWCA 職員） 

 

川崎・桜本での取り組みを見学した後は、バスで横浜 YWCA まで移動し、ふだんは就労支援の場

として若い女性たちが「働くこと」を経験している「パーショ」のカフェスペースを会場に、ケーキセッ

トもご用意してくつろいでいただきながら、横浜 YWCAの取り組みへ耳を傾けてもらいました。 

 

横横浜浜 YYWWCCAA ののミミッッシショョンンスステテイイトトメメンントト  

 まず、世界 YWCAの「目標 2035」、日本 YWCA の「ミッション・ビジョン」に向けて、わたしたちが

横浜 YWCA で日々の活動を行う上で立ち戻る基盤である「ミッションステイトメント」を紹介しまし

た。 

  

 

 

1 日目、2 日目と、わたしたちは構造的暴力の現実をみてきました。敗戦以前から続く社会的な不

平等は、今も社会的に弱い立場におかれた人たちを生きづらくさせています。そうした状況におか

れがちな若い女性たちと共にセーフスペースをつくること、それが構造的暴力に具体的に抗って、

「生きていっていい」と思える社会をつくることへとつながると、横浜 YWCAが取り組んでいること

の一つです。 

 

1100〜〜2200 代代のの女女性性たたちちへへののアアウウトトリリーーチチ  

最初にご紹介したのは、10〜20 代の女性たちへのアウトリーチです。SNS上で「居場所がない」

「消えたい」といった声を検索し、「YWCA で相談できます、話がきけます」と声かけをしています。
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相談があれば、話をきいて、何に困っているか、どういうことができるかを一緒に考え、必要な場

合には信頼できる支援機関につなげます。対面でのアウトリーチもしています。月に一度、看護師

による健康相談ブースを開設し、生理や性感染症に関する情報を提供し、生理用品やコンドーム

を無料で配布しています。 

大切にしているのは、彼女たちの行動の背景をみることです。多くの大人にとっては「問題行動」と

されがちな振る舞いも、過去の傷つきや今のつらさからきているものなんちゃうか、そうとらえるよ

うにしています。ただやめるように言うのではなく、その背景にある「しんどさ」「つらさ」「生きにくさ」

のことを一緒に話していけるよう努めています。また、「あなたの困難は社会の構造に原因があ

る」「あなたには安全に生きる権利がある」「一人でがんばらなくていい、相談していい、支援を受

けていい」、こういったメッセージが伝わるよう心がけてもいます。 

 

自自立立援援助助ホホーームム「「カカルルーーナナよよここははまま」」  

今年 4月から始めた自立援助ホーム「カルーナよこはま」のことも紹介しました。何より大切にして

いるのは、まずは安全であること、そして安心して過ごせる場であることです。「自分で決める」と

いう経験を重ねてもらえたら、「自分らしさとは何か」「どうやったら自分は楽に生きられるのか」を

試行錯誤してもらえたら、と考えています。うまくいったことも失敗したことも、不安なことも話せ、受

け止めてもらえる、必要な時には「手伝って」といえる、そんな場にできればと思っています。彼女

たちが一方的に支援される側にならないように、彼女たちといっしょに場をつくっていく、そういうこ

とも意識しています。 

 

 

「「働働くく」」をを経経験験ででききるる「「YY カカフフェェ  パパーーシショョ」」  

もうひとつの取り組みは、地域に開かれたカフェ「パーショ」で、「働くこと」にしんどさを感じる女性

たちが接客や調理を体験し「働くこと」に触れることで、次の一歩に向けたチカラを取り戻してもらう

場です。そこではわたしたちは、「できていることを具体的に伝える」「失敗しても大丈夫と思える関

係性を築く」、この二つを大事にしています。「失敗しても何とかなる」「失敗は、挑戦したからこそ

できた経験」というように、失敗の概念を変えられればと思っています。 

 

リリーーダダーーシシッッププのの旅旅路路  

YWCA では、リーダーシップをだれかが先頭にたってみんなをひっぱっていく、というようなもので

はないと考えていると思います。リーダーシップは誰にでもあって、リーダーシップの取り方にもい

ろいろある。「アイディアを出す」「出た意見をまとめる」「やると決めたことをカタチにする」「ほかの

人が働きやすいように目立たないかもしれないけど細かいところの準備をしたりフォローをしたり

する」などなど。そういった自分なりのリーダーシップの取り方を、様々な経験をしながら身につけ

ていく、その旅路を「リーダーシップ・ジャーニー」とよんでいるかと思います。 

この旅の基盤となるのがセーフスペースです。「ここに居てもいい」と思える経験を出発点に、「自
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分の感情や体調に気づく」「自分の権利のことを知る」「ほかの人と役割分担しながら一つのことを

やってみる」そうした旅を通じて若い女性たちは、奪われた声・チカラを取り戻すのです。 

 

 

おおわわりりにに  

活動紹介後の意見交換では、「女性の自立支援において仕事に就くことはゴールなのか」という

点がひとつ話題になりました。確かに就労は自律した生活のために大切ですが、ゴールではない

だろうと思います。セーフスペースは単なる居場所ではなく、暴力や差別のない安全な空間であ

り、「ここに居てもいい」と実感できるつながりの場です。安心して自分のことを話せ、ともに小さく

ても社会を変える行動につなげられる場です。わたしたちが声を取り戻し、社会から押し付けられ

る「こうあるべき」に抗って自ら選び挑戦することのできる場です。そういう場をつくっていくことが、

構造的暴力への抵抗であり、平和をつくる実践でもあるとの思いを改めて強くしました。 
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(10)朝のつどい 

①開会賛美：愛の分かち合い（Ubi caritas） 

1 回目 - Ubi caritas 原語（先唱 ） 

2 回目 - 日本語（日本 YWCA 参加者） 

3 回目 - 韓国語（韓国 YWCA 参加者） 

4 回目 - Ubi caritas 原語（全員で） 

②祈り 

➂御言葉 

旧約聖書 

詩編 34 編 14 節 

「悪を避け、善を行い  

平和を尋ね求め、追い求めよ。」 

新約聖書 

ヤコブの手紙 3 章 18 節 

「義の実は、平和を実現する人たちによって、平和の

うちに蒔かれるのです。」 

福音書 

マタイによる福音書 5 章 9節 

「平和を実現する人々は、幸いである、 その人たち

は神の子と呼ばれる。」 

 

④韓日 YWCA 共同の祈り 

 

聖なる神さま。イエスさまの十字架の血潮によって私たちに新しい命を与えてくださり感謝します。 

世界 100 余りの国々と、韓国、日本に YWCA を立ててくださり、人類の平和と健全な社会のため

に主が私たちと共に働いてくださることに感動します。 

聖霊の助けにより、この地に正義が川のように流れますように。 

豊かな命の働きによって、平等なひとつの世界となりますように。 

愛と責任をもって仕え、分かち合い、謙遜に従う者としてください。 

日々低いところに身を置き、互いの涙をぬぐい合い、いのちの歌を歌う YWCA 運動体として 

常に目覚めていられますように。 

私たちの手を取り、狭い道を歩みつつ、神の国の新しい歴史を夢見ることができますように。 

イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 

 

⑤閉会賛美：主よ、平和を与えたまえ（Dona nobis pacem） 
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（（1111））おおたたののししみみププロロググララムム    

 

＜内容＞ 

・アイスブレイク/自己紹介「わたしの自慢」（ボールを投げあってまわした） 

・日韓どちらでも有名な曲を合唱 

① We shall over come 

② 花も 

③ Dona Nobis Pacem 

 

・夏空のもと花火大会 
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（（1122））ナナシショョナナルルレレポポーートト②②日日本本 YYWWCCAA かかららのの報報告告  

Y．E（東京 YWCA会員） 

そそれれぞぞれれのの YYWWCCAA でで実実施施ししてていいるるセセーーフフススペペーーススづづくくりり  

進行：P．E（韓国 YWCA 総幹事） 

 

福福岡岡 YYWWCCAA  （（発発表表者者：：NN．．MM））  

福岡 YWCAからは、 

①日本語を母語としない子どもの学習支援ハッピースクールと、 

②自立援助ホーム カルーナ FUKUOKA について報告があった。 

 

①ハッピースクールは毎週土曜日、午前中に日本語クラス、午後に宿題クラスがある。日本語教

師経験者、あるいは日本語教師としての訓練を受けた者が支援を担当。外国に来た不安を抱え

る子どもたちが、母語で話せる友だちと一緒に恥ずかしがらずに日本語を学べる場となっている。

対象は、原則として日本語を母語としない小・中・高校生だが、居場所のない日本の子どもも参加

できる。ここでは互いの「違い」を受け入れることを子どもたちに訴えている。 

 

②自立援助ホーム カルーナ FUKUOKA は 2019 年開設の女子ホーム。福岡市が入所窓口とな

っている。定員 6名。家庭や施設にいられなくなった 15 歳以上の少女の経済的自立を支援して

いる。一人ひとりが大切にされ、子ども、女性が安心して生活していける空間を創っている。 

 

東東京京 YYWWCCAA（（発発表表者者：：YY．．EE））  

 東京 YWCAは、保育園、学童保育、各種の社会福祉事業、フィットネス事業、留学生支援、高齢

者電話相談など、多数の事業やボランティア活動を展開し、 

「その人がその人らしく安心して振舞える場」をさまざまな形で提供している。「平和と正義委員会」

が創出するセーフスペースは、講演会や憲法カフェ等によって社会の不公正に関する情報を共有

し、安心して意見を述べ合う機会を創出することである。最近はユースの発想を生かしたイベント

の支援に力を入れている。また、ユースにとって身近な悩みを語り合うことで「人権意識」を育むセ

ーフスペースの創出を計画している。 

 

 

名名古古屋屋 YYWWCCAA  （（発発表表者者：：MM．．SS））  

名古屋 YWCA からは「ナゴ女＊つながーる」（国の施策である「名古屋市女性のためのつながり

サポート事業」を受託）の報告があった。期間は 2021 年度 10 月～3月、および 2022 年度 5月～

3月。事業の内容は「女性のための居場所ホッとスペース」運営、プチ相談、プチレッスン、個別相

談等。女性のための居場所ホッとスペースでは、来訪者が安心してくつろぎ、気軽に相談できるよ

うにするための、さまざまな工夫が紹介された。 
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現在、名古屋 YWCA が行なっている取り組みの中からは「情報交換と勉強会 おひとり様広場」

と、女性たちが安心してくつろげる居場所「とまり木」が紹介された。 

 

京京都都 YYWWCCAA  （（発発表表者者：：TT．．KK））  

京都 YWCAからは「Y ここ Kitchen」と「自立援助ホーム カルーナ」の取り組みが報告された。 

①「Y ここ Kitchen」は生きづらさを抱えた若者・子どもの居場所事業。月、水、土曜日の週 3回

15:00～20:00、京都 YWCAサマリア館・うららかふぇを開放し、小学生～35歳以下の参加者に無

償で夕食を提供。食品、日用品の無料配布や、困りごとの相談を受け付ける。 

 

②「自立援助ホーム カルーナ」は社会的養護が必要な方が生活をする場所。開設して 10年目と

なる。定員は 7名で、おおむね 15歳から 20 歳の方が生活している。入居者が若年化しており、

現在 5名の入居者のうち 4名が高校生。 

利用者が安全に安心して過ごせるセーフスペースづくりを目指しているが、いろいろな価値観を持

った人が集まってくるため、さまざまな感情が絡み合う。落ち着いて過ごしてもらうために、またス

タッフにとっても安心して過ごせる場であり続けるために、日々模索している。 
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（13）ナショナルレポート②韓国 YWCAからの報告＋番外編 

M．S（日本 YWCA運営委員/名古屋 YWCA） 

 

このナショナルレポートでは、「それぞれの YWCA で実施しているセーフスペースづくり」として、韓

国 YWCA での取り組みと図書文化財団が設立・運営するユースの公共図書館の取り組みについ

て報告されました。 

 

① 西帰浦 YWCA「安全な空間のための西帰浦 YWCA事例発表～青少年活動を中心に～」 

 済州島に位置し、韓国最南端の都市にある西帰浦 YWCA は、1992 年に設立され、当初からユ

ースの活動、保護、福祉のための多様な運動を展開されてきました。性売買防止キャンペーンと

しての「青少年有害環境監視団」、「校内暴力防止プロジェクト」青少年人権保護としての「青少年

修練館・文化の家」の活動を行なうと共に、政府に提案していき、これらの活動が全国的に拡大し

ていったとのことです。その中で「西帰浦市青少年文化の家」の運営事例を紹介してくださいまし

た。この「青少年文化の家」は 2002年より運営、9～24歳を対象としており、1日平均 200 名が利

用しているとのことです。日本で言えば児童館が近いイメージかと考えます。そこでは、「遊びは成

長の手段」と、自由に遊び、休み、学びながら信頼できる空間の確保に努めたとのことで、ユース

の自治・参加・保護・成長を目標に運営しています。この運営の目標にも挙げられているように、こ

の「青少年文化の家」は、ユースのみの運営委員会 20 名で運営されていると伺い、さらに毎年運

営委員になりたいユースが後を絶たないと言われ、そのスタイルに驚きを隠せませんでした。館

内はユースのアイデアで実現した「カラオケルーム」や「ダンス練習室」、「放課後アカデミー」、「個

人練習室」「メディアルーム」などが設置

されていました。ユース主体の空間運営

や実質的なニーズの反映など、具体的

にリクエストを受け入れて実現していま

す。また、ユースがインターネットで被害

に遭った事例を元に、相談・ジェンダー

教育・デジタルリテラシーを実施するな

ど、ユースが主体となる安全な空間を形

成できる支援をしています。さまざまな

取り組みを紹介された後に「遊びはユー

スの成長の方法」「休めて、信頼できる

空間が必要」「今後もユースが主体となる持続可能なケアと同行を実践していく」と結ばれました。 

 

 

② 昌原 YWCA「青（少）年活動報告」 

 昌原 YWCAからは、2021年からのユ

ースの活動報告をされました。近年韓

国では 20～30 代の自殺が増加してい

るとのことで、「2030 自殺予防プログラ

ム『私の名前を呼んで』」の取り組みを

紹介されました。このプログラムでは、

①心の癒しプログラムー自分のために

使う時間～「私」を理解し、癒すことを

目的とした６回、②瞑想プログラム～ヨ

ガやマインドフルネスの実践を行なう１

２回、③集団カウンセリングサークル

～少し立ち止まり、絶えず「この瞬間」を生きている自分を振り返り、励ますことができる「心の日
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記帳」の共有する６回で構成されているものです。2021 年度に開催し、動と静のプログラムのバラ

ンスが満足度が高く、「心の日記帳」が好評だと発表されました。また、韓国 YWCA では青少年国

際交流活動として、それぞれのテーマについて 1 年間の活動にあたり、企業スポンサーを探して

奨学金を提供する「キダリプログラム」（キダリ：「育てよう、Y らしいリーダーシップ」の略）があると

のことですが、その活動として「青少年海外ボランティア団『夢と人の中へ』」の紹介がありました。

ユースサークルの 15 名がメンバーとなり、平和・気候危機への対応をテーマに、フィリピンのユー

スとテーマ討論をしたり、ウェブドラマを制作したり、両国の文化交流や、テーマと関係するボード

ゲームを作成したり等の活動を経て、2025 年春にはフィリピン現地訪問を行なったとのことです。

これら、2～3 年かけてのプログラムは、テーマが決まった後は内容・スケジュール・運営・予算な

どすべてユースが主体となって活動するとのことで、失敗してもそこで学べるものはあるという信

念で継続されたことによる、ユースへの信頼感が確立されてきたと、感心・感動しました。 

 

 

③ライブラリーｔTsome「体験する図書館」 

 最後は、YWCA を離れて、図書文化財団

「シアッ（種）」が設立・運営する、12～19 歳

を中心とした公共図書館について、紹介され

ました。この図書館は、近隣に９校の学校が

ある場所に設立されており、１日平均１９８

名、１２～１９歳が７０％、学校と自宅の合間

に利用しているとのことです。最近のユース

たちとは、スマホで「体験」することがほとん

どで、「やるべきこと」でいっぱいの日常を過

ごし、自然な出会いの場が消失している、

「フォノサピエンス世代（スマホを使い倒して世界に変革をもたらす人たち）」となっています。そん

なユースたちが「誰でも排除されることなく利用できる場所」として、この図書館があります。そこで

は、「存在そのものが尊重される」「自分を、他人を、私たちを発見する」という「安全で快適な空間」

を目指したとのことです。その目標の元、「日常性：いつでも気軽に来て滞在できる」「自己決定

権：やりたいことを選び、挑戦できる」「多様な体験：幅広い探求や表現が可能」＝自由に休み、多

様な体験ができる日常の中の空間として、多くのユースに利用されています。さらに、「共に作り上

げていく図書館」として、対話を通して関係を作り、利用者同士が尊重しあう場所へと発展していま

す。そのためにも、まずは名前を覚えることからスタートするとのことで、現在では８０％が再来所

され、８０％が友達を連れてくる、まさにセーフスペースとなっているとのことです。ここでも「耳を傾

け、敏感に反応し、共に作りあげる」ことの大切さを語っていらっしゃいました。 

 

 どの発表からも、「ユースに権限を与える」「ユースたちのリーダーシップを信頼する」「出すのは

予算だけ」というユースへの関わりが伺われ、それらが基盤となって、ユースたちがのびのびと活

動する姿をみることができました。また、これらを基盤とするためには、「お互いを尊重する」「安

心・安全な場となる」等のセーフスペースの実践が欠かせないことも見えてきました。活動するユ

ースたちも、最初にこれらのセーフスペースを体験・体感することによって、この場＝YWCAで活動

しようという信頼感が育まれるのではないかと感じました。改めて、ユースのリーダーシップには

「セーフスペース」が大切だと実感しました。また、この「セーフスペース」の実践があることで、多く

のユースのリーダーシップを育むことができる、YWCAの強みと言えると確信しました。 
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（14）ワークショップ  

T．K（京都 YWCA職員） 

【目 的】 

２日間をふりかえり、それぞれの地域・現場に戻ったときにできることはなにかを明確にしました。

アクションプランに反映するため。 

 

【内 容】 

4～5名ほどのグループに分かれ、以下の内容について共有する時間が持たれた。 

 

⚫ ワークショップ１ 自己紹介とアイスブレイク 

(1)２日間を振り返り、印象に残っていることを３つ選ぶ。 

(2)その中から１つ選び、なぜ選んだか理由も含めてグループで共有する。 

 

⚫ ワークショップ２ セーフスペースのイメージを明確にする 

(1)セーフスペースにあるといいもの、ないといいものを５つずつ挙げる。 

(2)グループで共有し、共通するものをグループ化する。 

 

⚫ ワークショップ３ 自分ができるセーフスペース 

(1)「私」ができるセーフスペースを１つ付箋に書き出し、ホワイトボードに貼る。 

    他の人が書いたものを見てみる。 

 

⚫ ワークショップ４ 地域でしたいセーフスペース 

それぞれの地域で実践したいセーフスペースについて、グループで話し合う。 

 

⚫ ワークショップ５ 日韓でしてみたいこと 

(1) 今後、日韓 YWCAでやってみたいことについて話し合う。 

(2) 話し合った内容を発表し、全体で共有する。 
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【感 想】 

セーフスペースにあるといいもの、ないといいものは、各グループで共通しているものが多くありま

した。あるといいものでは、物理的・心理的に整えられた環境であることや主体性違いが尊重され

ることなど。ないといいものには、関係性や行動が強制・制限されること、個人の尊厳・権利が侵

害されることなど。 

参加者にとって、自分自身にとって、運営・支援者にとって、さまざまな立場・視点から意見が出さ

れたが、人が安心・安全と感じる、居心地がいい・悪いと感じるものは、普遍的だとよくわかりまし

た。セーフスペースは誰にでもどこにでもあってほしい。さまざま刺激を受けた時間だったが気負

わずに、まず自分のできることを。自分自身を、身近な人を尊重することを疎かにしないこと。自己

責任論が横行して、社会の分断が進んでいるように感じるなかで、励まされる時間を得られました 

 

〇あるといいもの：おいしい食べ物、飲み物、居心地のいいソファ、Wi-Fi、静かな・安全な空間、対

話、自分/相手をケアする、違いを尊重する、自己選択、相談できる、話さなくてもいい、話したい

時に話すことができる…など。 

×ないといいもの：強制、上下関係、否定、決めつけ、先入観 暴力・暴言、排除、騒音…など。 
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（15）アクションプラン採択 

Y．R（沖縄YWCA会員） 

 

アクションプラン採択は、前日に担当者がまとめた案を全体で共有するところから始まりました。各

参加者が自分の意見を述べ、活発な議論が期待されましたが、時間の制約もあり十分な議論を

行うことはできませんでした。 

 

アクションプラン策定メンバーは、前日の夜から日付が変わるまで作業を続け、引き続き当日の朝

早くから編集作業を行ったと報告されました。これは、日韓それぞれのメンバーが三日間をかけて

話し合った内容に真摯に向きあったことを示すものであり、結論の質を高める重要なプロセスでし

た。さらに、韓国側はユースメンバーが最終的なまとめに一躍したことを報告し、彼女への感謝、

活動が次世代に継承されていることへの希望を込めて全員から拍手が送られました。 

 

その後、韓国側は韓国語表現が適切であるか、日本側は日本語表現に不自然さがないかを確認

しました。大枠としては、三日間にわたるカンファレンスで話し合われた内容がアクションプランに

反映されているかどうかを点検することが主眼となりました。この過程で、必要な修正点を共有

し、共通理解を深めることができました。アクションプランが採択された後、それぞれが決意表明を

行いました。
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平和と若い女性のセーフスペースのための 

日韓YWCA 共同声明 

 

私たち日本YWCAと韓国YWCA（以下、日韓YWCA）は、世界YWCAが提唱する若い女性たちと共

に歩むセーフスペース運動の実践について分かち合うため、「YWCAが若い女性に提供していけ

るセーフスペースとは？～人権・平和・居場所～」というテーマで、日本の神奈川県において第12

回日韓YWCAカンファレンスを4日間開催しました。 

 私たちは、日韓両国がこれまで経済的、社会的発展を成し遂げてきたにもかかわらず、女性たち

が日常生活において差別と排除、ヘイトと不平等に直面していることを再確認しました。 

光復80年の現在に至るまで、在日コリアンは自らのアイデンティティに対する否定、就職差別、社

会保障からの排除など構造的差別を受けてきました。彼らの生活環境を改善するため、在日キリ

スト者のコミュニティと在日コリアン女性たちは、沈黙せず行動してきたことを私たちは知りました。 

また、在日コリアンの人々は、共感をもつ日本市民とともに、ヘイトに抗する差別禁止条例を作る

運動の先頭に立ってきており、お互いに配慮し合う包摂的な多文化共生社会を作るために、今も

努力をしていることに深く感動しました。 

 

私たちは歴史を振り返ることを通じて、次のような問題に向き合うことができました。  

差別とヘイトに対し、私たちはどのように応答しているのか？ 

YWCAは誰の苦しみに注目しているのか？ 

 

私たちは困難を抱える若い人たちの痛みに共感し、多様な方法で向き合っていることを共有しま

した。私たちは「若い女性のエンパワメントを通じて社会を変革する」というYWCAのミッションに従

い、困難な状況においても、揺るがず持続的に行動してきたことを確認しました。 

日本YWCAからは、以下の報告・問題提起がありました。 

 

日本の戦争責任について、若い世代が歴史修正主義に影響を受けている問題が共有され、とも

に生きるために、社会に何が必要かを語り合えるセーフスペースの必要性が提起されました。 

国内の米軍基地の70％が集中する沖縄では、基地がある故のジェンダー暴力や、住民の意志が

無視される構造的差別が続いている現状を共有しました。 

各地域YWCAでは、様々な理由で困難を抱える若い女性たちと積極的に出会い、物理的·精神的

に安全な空間である居場所を提供し、自分らしく生きる人生を応援しています。家族と暮らすこと
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ができず、社会的養護を必要とする少女たち、心身の不調を抱えて就学、就労が難しい若者たち、

人間関係に傷つき孤独や不安を抱えながら社会で孤立化しがちな若者たちが、生活が保障され、

十分な食事を得て、尊厳を取り戻し、心身のダメージを回復するエンパワメントの場を提供してい

ます。 

 

また、平和を創る活動においても、ユースとともに戦争体験の記憶を継承し、多世代が意見を表

明できるセーフスペースを提供しています。 

 

韓国YWCAは、日本の植民地時代、南北分断、独裁による国家暴力だけでなく、構造的な性差別

によって、今日の若い女性たちがオンライン・オフライン空間で経験する差別、ヘイト、暴力の現実

に注目しました。特に、最近バックラッシュが深刻化し、女性政策の無力化、フェミニズムへの攻

撃など、女性たちが自身を守り、声を上げられる社会的基盤さえも弱まっている状況です。そうし

た中で、連帯と分かち合いを基盤に社会の変化を生み出した10代・20代・30代の女性たちの事例

を共有しました。 

 

また、韓国YWCAはユースが組織の意思決定に積極的に参加するガバナンス構造を構築し、地

域社会で青少年が自由に自分を探求し、主体性とリーダーシップを発揮できる空間や施設、プロ

グラム、協議体などを運営するなどの実践事例を共有しました。 

 

私たち(日韓両YWCA)は、セーフスペースとは、単に暴力のない物理的空間ではなく、過去の傷を

正義に基づいて回復し、女性が主体性を取り戻し、恐れることなく自己表現ができる場所ととらえ

ています。 

そしてそこでは、一人ひとりの尊厳が守られ、違いを豊かさとして喜び合え、新しい関係性が構築

される場所であると信じています。 

 

日韓YWCAは次のような立場を共有していることを明らかにします。 

私たちはセーフスペースがただの物理的空間ではなく、お互いを尊重し、常に自らを省み、互いに

つながるいきいきとした社会実践であることを認識し、若い女性が自分らしく生き、権利が守られ

る社会を作るために、実践のための協力を続けます。 

私たちは多文化社会である現代社会において、在日コリアンをはじめとするマイノリティーに対す

るあらゆる形態のヘイトと差別に反対します。  

私たちは、政府や教育機関、メディアが差別とヘイトを拡散する構造を反省することと、誰もが平

和的に共存・共生できる制度的基盤（立法など）を整備することを促します。 

私たちは、日韓の市民社会が手を取り合い、ヘイトのない平和な東アジアを目指して、連帯を続

けていくことを誓います。 
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日韓今後の共同行動 

 

１．経済的・心理的不安と構造的暴力が、社会的に脆弱な個人の問題ではなく、すべての女性と

若者にあてはまり、必ず解決しなければならない社会問題であるという認識を広めます。 

 

２．若い女性が集い、経験を分かち合い、自分たちを取り巻く社会的な課題/問題（議題）を議論で

きるネットワークを形成し、プログラム協力を推進します。  

 

３．若い女性がリーダシップを発揮して、自分たちに必要な社会・政治・文化活動を自ら企画・運営

できるよう、機会と地域社会に根差した空間を創出します。  

 

4．セーフスペースの構築と持続的な運営のために、国および地域社会の人材・物的資源を積極

的に見つけ出し、若い女性につなぎます。 

 

5．セーフスペースの実践事例とノウハウを記録し、東アジアにおけるセーフスペースの実践経験

を蓄積し、活用します。 

 

今回のカンファレンスを皮切りに、日韓YWCAはお互いの経験を分かち合い、共に学びながら、ユ

ース世代とともに、差別のない世界と平和な共同体を引き継いでいくための行動を続けていきま

す。 

 

2025年7月23日 日韓YWCAカンファレンス参加者一同 
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（16）閉会式 

閉会式では参加者各自が日韓カンファレンスに対する感想や思いを伝えました。特に印象的だっ

た点は、今回のテーマである「セーフスペースづくり」に関し、カンファレンス自体がセーフスペース

となり、安心して発言できる場であったことに感謝が寄せられたことです。 

 

お土産交換の場面では、韓国側のメンバーがそれぞれのYWCAや地域のお土産を手渡し、日本

側も地域ごとに選んだお土産パケットを持参しました。心を込めて選び、交換したお土産には互い

の気持ちがこもっており、喜びの声が多く挙がりました。 

 

＜＜今今後後へへのの展展望望とと約約束束＞＞  

  

次回の日韓カンファレンス開催まで、それぞれの地域で皆が健康で豊かな日々を送り、今後も協

力を続けることが祈念されました。女性や子どもたちにとってより生きやすい世の中を共に築いて

いくため、今後も手を取り合い、努力を続けることが再確認され、会は閉会しました。 
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